
 

 

 

 

 

 

 

                  

                  

       

 

 

「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」 
普及セミナーの参加者を募集します 

 

 東海４県１市では、「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲

章」の普及を通じて、外国人労働者が働きやすい職場環境の確保等を促進しています。 

令和５年度は、これからの外国人雇用と多文化共生を考えるため、「外国人に選ばれる

受入環境づくり」をテーマに、憲章普及セミナーを開催します。 

外国人を雇用されている方、これから雇用について考えたい方、さらには地域で外国人

の支援に携わる方など、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

記 

 

１ 日時 

  令和６年２月２日（金） １３：３０～１５：４０ 

 

２ 場所 

  名古屋国際センター 別棟ホール 

（名古屋市中村区那古野一丁目47番1号 電話052-581-5678） 

 

３ テーマ 

 外国人に選ばれる受入環境づくり 

 

４ 内容（※詳細は添付のチラシをご参照ください） 

（１）基調講演 

・名古屋国際綜合事務所 所長 田澤
た ざ わ

 満
みつる

 氏 

 

（２）パネルトーク 

・一般社団法人岐阜県老人福祉施設協議会（岐阜県岐阜市） 

・株式会社小松工業（静岡県浜松市） 

・株式会社戸田家（三重県鳥羽市） 

 

５ 参加費 

  無料 

 

令和５年１２月２６日（火） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

外国人活躍・共生社会推進課 外国人活躍推進係 亀山 真利子 

内線 2561 

直通 058-272-1476 

FAX 058-278-3527 

愛知県、静岡県、三重県、名古屋市 同時発表 

岐阜県政記者クラブ加盟社 各位 

 



 

６ 申込方法 

氏名、企業・団体名等、連絡先（電話又はメールアドレス）を記入の上、ＦＡＸ又は

メール（タイトル：憲章セミナー申込み）で、下記までお申し込みください。 

申込先：愛知県 県民文化局 県民生活部 社会活動推進課 多文化共生推進室 

ＦＡＸ：052-971-8736 Ｅメール：tabunka＠pref.aichi.lg.jp 

 

７ 問い合わせ先 

  愛知県 県民文化局 県民生活部 社会活動推進課 多文化共生推進室 

TEL 052-954-6138  

 

８ 主催・共催・後援 

  主催：愛知県、名古屋市 

共催：岐阜県、静岡県、三重県 

後援：名古屋出入国在留管理局、愛知労働局、一般社団法人中部経済連合会、 

中部経済同友会、愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会、 

愛知県経営者協会、愛知県中小企業団体中央会 

 

 

【参考：外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章】 

  東海３県１市（岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市）では、地元経済団体の協力のも

と、平成20年に「外国人労働者の適正雇用と日本社会への適応を促進するための憲章」

を策定しました。平成24年２月に静岡県も同趣旨の憲章を策定しており、東海４県１市

では憲章の普及を通じて外国人労働者が働きやすい職場環境の確保等を促進しています。 


